
 

 

  

 

助
成
事
業

 

 

剣
淵
町
で
は
令
和
４
年
４
月
か
ら
不

妊
治
療
が
保
険
適
用

伴

不
妊
治
療
を
受
け
て
い
る
方
に

医
療
機
関
を
受
診
す
る
際
の
交
通
費
の

一
部
を
助
成

 

◇
対
象
と
な
る
方 

①
保
険
適
用
と
な
る
不
妊
症
の
治
療

と
併
用
で
き
る
先
進
医
療
を
含

受
け
て
い
る
方 

②
町
内
に
住
所
を
有
し
て
い
る
方 

③
町
税
及
び
使
用
料
等
の
滞
納
が
な
い 

 

方 

◇
助
成
額 

○
公
共
交
通
機
関
利
用
の
場
合 

 

鉄
道
運
行
区
間
の
普
通
旅
客
運
賃
相 

当
額
を
助
成

往
復
に
つ
き

円
を
上
限

 

○
自
家
用
車
利
用
の
場
合 

 

自
宅
か
ら
医
療
機
関
ま
で
の
距
離
区

分
に
応
じ
て
下
記
の
表
に
定
め
る
額

を
助
成

 
 

◇
申
請
及
び
お
問
い
合
わ
せ
先 

 

健
康
福
祉
課
保
健

 

 

☏
34―

３
９
５
５ 

                                        
病
健
診
の 

 
  

令
和
５
年
度

症

検
診
実
施
の
年
で
す

症
と

が
肝
臓
に
寄

生
し

重
度
の
肝
機
能
障
害
を
起
こ
し
ま

自
覚
症
状
が
で
る
ま
で
に
10
年
以

上

症
状
が

出
て
か
ら
で
は
手
遅
れ
と
な
る
こ
と
が

多

 

剣
淵
町
で
は
５
年
に
１

を
実

施

検
診
は
予
約
制
で
す
の

町
立
診
療
所
に
直
接
予
約
の
う
え

受
診

 

 

◇
実
施
日
時 

 

令
和
５
年

 

８
月
31

 

午
前
９
時

午
後
４
時
30
分 

◇
予
約
先
・
検
診
場
所 

剣
淵
町
立
診
療
所 

☏
34―

２
０
３
０ 

◇
検
査
方
法

血
液
検
査 

◇
料
金 

３
０
０
円 

◇
お
問
い
合
わ
せ
先 

 
健
康
福
祉
課
保
健

 

 

☏
34―
３
９
５
５ 

   

  

火
災
か
な
と
思

 

 

不
審
な
煙
や
炎
を
見

火
災
の

疑
い
が
あ
る
場
合

番
通
報

を
行

 
 

た
だ
し

農
家
が
行

枯
れ

草
焼
き
や
籾
殻
焼
き
等

誤

火

災
と
認
識

１
１
９
番
通
報
さ
れ
る

事
案

 
 

通
報
前
に
現
場
管
理
を
し
て
い
る
人

が
い
な
い
か
周
囲
を
確
認

う

え
で
１
１
９
番
通
報
を
す
る
よ
う
お
願

 
 

農
家
の
皆
さ
ん
は
火
入
れ
を

す
る
必
要
が
あ
る
際

火
災
と
間
違

え
ら
れ
な
い
よ
う
消
防
ま
で
届
出
を
し

た
う
え

必
要
以
上
に
燃
え
広
が
ら

な
い
よ
う
消
火
の
準
備
と
火
の
監
視
を

忘
れ
ず
行

 

火
災
と
サ
イ
レ
ン

 

 

消
防
庁
舎
の
サ
イ
レ
ン

番
通
報
を
受
け
た
士
別
消
防
署
指
令
セ

か
ら
の
出
動
指
令
を
受
け
た
剣

淵
支
署
職
員

消
防
団
員
を
招
集
す

る
た
め
に
鳴

 
 

火
災
の
発
見
・
通
報
か

ら
す
ぐ
に
消
防
庁
舎
の
サ
イ
レ
ン
が
鳴

る
と
は
限

 
 

小
規
模
な
野
火
等
で
消
防
職

健
康
福
祉
課
保
健

 

か
ら
の
お
知
ら
せ

区分（往復の使用距離） 助成金額 区分（往復の使用距離） 助成金額 

10 ㎞未満 200 円 60 ㎞以上 70 ㎞未満 1,400 円 

10 ㎞以上 20 ㎞未満 400 円 70 ㎞以上 80 ㎞未満 1,600 円 

20 ㎞以上 30 ㎞未満 600 円 80 ㎞以上 90 ㎞未満 1,800 円 

30 ㎞以上 40 ㎞未満 800 円 90 ㎞以上 100 ㎞未満 2,000 円 

40 ㎞以上 50 ㎞未満 1,000 円 100 ㎞以上 2,200 円 

50 ㎞以上 60 ㎞未満 1,200 円  

消
防
か
ら
の
お
知
ら
せ 



 

 

員
の
み
で
対
応
可
能
な
火
災
の
場
合

消
防
庁
舎
の
サ
イ
レ
ン
を
鳴
ら
さ

な
い

 

※

消
防
庁
舎
の
サ
イ
レ
ン
に
先

立

で
の
団
員
招
集
も
行

出
動
に
遅
れ
が
生
じ

 
 

◇
お
問
い
合
わ
せ
及
び
届
出
先 

消
防
署
剣
淵
支
署 

☏
34―

２
１
３
２ 

FAX

34―

３
８
０
０ 

     

平
成
17
年
10
月
１
日
か
ら
全
町
を
対

象
と
し
た

び
に

市
街
地
区
の
住
居
表
示
が
実
施

新

し
い
住
所
に
変

 

 

各
戸
に
住
所
の
表
示
板
の
取
り
付
け

を
行

住
居
の
変
更
や

家
を
新
築
し
た
等
の
理
由
で
表
示
板
の

取
り
付

又
は
取
り
付
け
後
に

紛
失
も
し
く
は
破
損
し
た
場
合
は
ご
連

絡

 

 

町
が
作
成
し
て
表
示
板
を
取
り
付
け

 

 

町
の

国
が
定
め
る
住
居

表
示
の
法
律
に
基

町
が
別
に
定

め
る
条
例
等
に
よ
り
住
所
を
付
し
て
い

 

 

建
物
を
新
築
や

り
壊
し
等
を

行

場
合

建
物
に
関
す
る

届
け

び
そ
の
他
の
工
作
物
新

築
等
住
居
番
号
付
定
・
変
更
・
廃
止
届
出
・ 

 

詳
し
く
は
総
務
課
企
画
財
務
広
報
グ

へ
ご
確
認

 

◇
申
請
及
び
お
問
い
合
わ
せ
先 

 

総
務
課
企
画
財
務
広
報

 

 
☏
26―

９
０
２
１ 

    

の
ご
案
内

 

 
 

ご
自
身
で
作
成
し
た
遺
言
書

法

務
局
で
安
全
・
確
実
に
保
管
す
る
こ
と

 

 

法
務
局
に
預

紛
失
や

改
ざ
ん
を
防

本
人
が

亡
く
な
ら
れ
た

ご
遺
族
に
通
知

 

 

遺
言
書
の
内
容
を
証
明
書
と

し
て
取
得

相
続
登
記
手
続
や
金
融

機
関
で
の
各
種
手
続
に
利
用
す
る
こ
と

 

 

手
続

予
約
制

問
い
合

 

◇
お
問
い
合
わ
せ
先 

旭
川
地
方
法
務
局
名
寄
支
局
供
託
課 

☏
０
１
６
６―

38―

１
１
６
７ 

直
通

 

◇
受
付
時
間 

平
日
の
午
前
８
時
30

 

午
後
５
時
15
分 

を
除

 

◇
手
続
の
詳
細 

 

旭
川
地
方
法
務
局

 

h
t
t
p
s
:
/
/
h
o
u
m
u
k
y
o
k
u
.
m
o
j
.
g
o
.

j
p
/
a
s
a
h
i
k
a
w
a
/
c
a
t
e
g
o
r
y
_
0
0
0
1

5
.
h
t
m
l
 

 

の
義
務
化
始

 

 

な
ど
の
土

地
利
用
を
阻
害
す
る
所
有
者
不
明
土

地
の
問
題

相
続
登
記
が
さ
れ
な

い
こ
と
が
大
き
な
原
因

 

所
有
者
不
明
土
地
の
発

生
予
防
の
観
点

不
動
産
登
記

法
が
改
正

令
和
６
年
４
月
１

日
か
ら
相
続
登
記
が
義
務
化
さ
れ
る

 

 

不
動
産
を
所
有
す

る
方
が
亡
く
な
ら
れ
た

そ
の

相
続
人

所
有
権
の
取
得
を
知

た
日
か
ら
３
年
以
内

議
の
場
合

話
し
合
い
が
ま
と
ま

日
か
ら
３

に
相
続
登

記
の
申
請
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

 

 

発
生
し
て
い
る

相
続
も
対
象

令
和
６
年
４

月
１
日
か
ら
３
年
以
内
に
相
続
登
記

が
必
要

注
意

 

 

手
続
の
詳
細

法
務
省

を
ご
覧
く
だ

 

 

◇
お
問
い
合
わ
せ
先 

旭
川
地
方
法
務
局
登
記
部
門 

☏
０
１
６
６―

38―

１
１
４
６ 

直
通

 

   

生
活
や
仕
事
の
こ
と
で
お
困
り
の

方
を
対
象

を
開
催

生
活
や
仕
事

に
関

も
ご
相
談

 

 

相
談
を
希
望
さ
れ
る
方

開
催

日
の
前
日
ま
で
に
お
申
し
込
み
く
だ

 

   

旭
川
地
方
法
務
局
か
ら
の
お
知
ら
せ 

の 

開
催
に
つ
い
て

住
所
の
表
示
板
の
設
置
及
び 

届
け
出
に
つ
い
て



 

 

▼
日
時 

 

令
和
５
年
７
月
18

火

 
令
和
５
年
８
月
21

月

 
両
日
と
も 

①
10

10
時
50
分 

②
11

11
時
50
分 

▼
場
所 

 

ふ
れ
あ
い
健
康

 

▼
相
談
対
象
者 

生
活
・
仕
事
に
つ
い
て
お
悩
み
の
方 

▼
申
込
期
日 

 

開
催
日
の
前
日
午
後
３
時
ま
で
に

又
は

で
予
約

 

ＦＡＸ
０
１
６
６―

33―

０
０
２
１ 

 
 

a
n
s
h
i
n
@
k
a
m
i
k
a
w
a
1
9
.
h
o
k
k
a
i
d
o
 

.
j
p
 

▼
相
談
料 

 

無
料 

◇
お
問
い
合
わ
せ
・
予
約
先 

か
み
か
わ
生
活
あ
ん
し
ん
セ
ン
タ

 

 

旭
川
市
豊
岡
１
条
２
丁
目
１―

16 

☏
０
１
６
６―

38―

８
８
０
０ 

        

 

 

興
味
の
あ
る
方
や
詳
し
い
説
明
を
聞

き
た
い
方

気
軽
に
お
問
い
合
わ

 

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
状

況
次
第
で
日
程
又
は
会
場
を
変
更
す
る

場
合
が
あ
り
ま
す

 

◇
お
問
い
合
わ
せ
先 

自
衛
隊
旭
川
地
方
協
力
本
部
名
寄
出
張
所 

☏
０
１
６
５
４―

２―

３
９
２
１ 

住
所
〒
０
９
６―

０
０
１
１ 

名
寄
市
西
１
条
南
９
丁
目
45 

                 

 

北
海
道
職
員
採
用
試
験 

受
験
者
募
集
に
つ
い
て

 

 

北
海
道
庁

農
業
の
生
産
性
向

や
農
村
生
活
の
改
善
な

ど
に
関
す
る
技
術
や
知
識
を
農
業
者
に

普
及
指
導
す
る
職
員
を
募
集
し
て
い
ま

 

 

令
和
５
年
度
の
試
験
日
程
は
次
の
と

 

・
普
及
職
員
Ａ
区
分 

受
付
期
間 

 
 

令
和
５
年
８
月
14

23

 

※
大
学
卒
業
又
は
卒
業
見
込
み
の
方 

・
普
及
職
員
Ｃ
区
分 

受
付
期
間 

令
和
５
年
７
月
31

 

８
月
10

 

※
民
間
企
業
経
験
の
方 

・
各
採
用
予
定
者
数 

 

Ａ
区
分 

10

Ｃ
区
分 

13
名 

詳
細
は
北
海
道
の

を
ご

覧

 

URL 

h
t
t
p
s
:
/
/
w
w
w
.
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r
e
f
.
h
o
k
k
a
i
d
o
.
l
g

.
j
p
/
n
s
/
g
j
f
/
f
u
k
y
u
u
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o
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h
t
m
l
 

◇
お
問
い
合
わ
せ
先 

 

農
政
部
生
産
振
興
局
技
術
普
及
課
普

促
進
係 

神
林 

☏
０
１
１―

２
０
４―

５
３
７
９ 

自
衛
隊
旭
川
地
方
協
力
本
部
か
ら 

の
お
知
ら
せ 

北
海
道
か
ら
の
お
知
ら
せ 

 自衛官候補生(男子・女子)８月試験 

応募資格 
18 歳以上 33 歳未満 

（令和５年４月１日現在） 

受付期間 
受付中～令和５年８月 22日（火）締切 

※８月以降の試験も随時受け付けております。 

試 験 日 
令和５年８月 27 日（日）・８月 28日(月） 

※いずれかの１日を指定できます。 

試験会場 
旭川市 

※ 細部受付時にお知らせいたします。 


